
令和８年度 京都市居住支援協議会 総会 

 

日 時  

令和８年３月２６日（木）午前 10時から 

場 所  

  オンライン（ＺＯＯＭミーティング）      

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 議案 

  第１号議案 京都市居住支援協議会への新規加入について 

  第２号議案 令和７年度事業報告 

  第３号議案 令和７年度決算見込 

  第４号議案 令和８年度事業計画 

  第５号議案 令和８年度予算案 

  

３ その他 

 

４ 閉会 

＜配布資料＞ 

 資料１ 出席者名簿 

 資料２ 第１号議案（京都市居住支援協議会の新規加入について） 

 資料３ 第２号議案（令和７年度事業報告） 

 資料４ 第３号議案（令和７年度決算見込） 

 資料５ 第３号議案（会計監査報告書） 

 資料６ 第４号議案（令和８年度事業計画） 

 資料７ 第５号議案（令和８年度予算書） 

 参考１ 不動産業者向けすこやか賃貸住宅登録勧奨チラシ 

 参考２ 市民しんぶん区版裏表紙（令和８年３月１５日号） 

 参考３ 賃貸人向けすこやか賃貸住宅登録勧奨チラシ 

 参考４ 家主様向けセミナーチラシ 

参考５ 京都市すこやか住宅ネットの改修内容 

参考６ 居住支援協議会パンフレット 

 参考７ 京都市居住支援協議会 会則 



※備考欄の副会長、監事は令和７、８年度の任期とする。

役職名等 氏名（敬称略） 備考

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会 情報提供委員会　委員長代理 山田　崇博

公益社団法人全日本不動産協会　京都府本部 地域貢献・政策推進委員長 大川　猛

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会　京都府支部 支部長 櫻井　啓孝 副会長

一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会 理事 竹中　和也

京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会 会長 秋山　博之 監事

一般社団法人京都地域密着型サービス事業所協議会 会長 奥本　喜裕

一般社団法人京都市老人福祉施設協議会 すまい・生活支援部会長 杉原　優子

企画課　課長 佐藤    信二

エリア企画課担当課長 中村    寿宏

エリア企画課主幹 岩森    健太

京都弁護士会　つくし法律事務所 弁護士・労働と社会保障に関する委員会委員 舟木　浩

ホームネット株式会社 居住支援連携室 高月　義博

有限会社京都くらし支援センター 居住支援統括部　部長 土岐　美樹子

一般社団法人my whereabouts 代表理事 竹口　宏樹

一般社団法人高齢者住宅支援連絡会 代表理事 齋尾　亨

代表取締役 松本　知之

取締役 中田　喬子

株式会社永都 会長 高橋　保郎

株式会社ハチノジ マネージャー 松浦　立樹

株式会社ホーム・ライフ 代表取締役 田中　哲

一般社団法人絆（つなぐ） 代表理事 川口　まさかず

居住支援部門・部長 鈴木　弘美

津田  信吾

K'sStudio合同会社 代表社員 金子　紅美枝

合同会社オフィスルピナス 代表社員 鈴木　英行

株式会社あかり 代表取締役 岡本　重弘

株式会社都ハウジング 課長 西野　泰弘

一般社団法人ルトレッフル 代表理事 湯澤　陽子

株式会社レクスド 西川　高志 

代表社員 齋藤　将茂

主任 松島  大祐

株式会社Y's 営業部 山本　英生

株式会社ランドスタイリング 所長 大野木　一彦

合同会社セブンスターズ 足羽　広行

株式会社ヤマショウ 小林　加枝

合同会社ＳＨＵＪＵ 代表社員 堀内 翔平

一般社団法人ひろがるエール 代表理事 矢根　宏美

株式会社ワーカ商店 妹尾　兼太郎

株式会社７０３ 居住支援担当 川田　敦夫

特定非営利活動法人あおのそら協会 理事 川口　まさかず

Progress株式会社 代表取締役 山田　憲之

株式会社リアルスタイル 増田　涼平

一般社団法人京都障害福祉サービスセンター 代表理事 武市　伸作

株式会社ダイアモンドヘッド 総務 田島　亜紀

一般社団法人実のなる樹 代表 北尾　清

京都市住宅供給公社 副理事長 森　知史

健康長寿のまち・京都推進室
介護ケア推進課長

中川　理恵

健康長寿のまち・京都推進室
介護ケア推進課在宅支援係長

村石　佑介

健康長寿のまち・京都推進室
介護ケア推進課在宅支援係員

髙枽　迪子

障害保健福祉推進室
在宅福祉第二係長

鈴木　裕隆

障害保健福祉推進室
在宅福祉第二担当

中川　高広

福祉のまちづくり推進室
企画・ケアラー支援推進課長

今井　篤

福祉のまちづくり推進室
生活困窮者自立支援係長

高橋　幸大

福祉のまちづくり推進室
生活困窮者自立支援係主任

風間　幸樹

共生社会推進室
男女共同参画推進課長

狩野　千秋

共生社会推進室
男女共同参画推進担当係長

神﨑　裕子

共生社会推進室
男女共同参画推進担当

村尾　美佳

住宅室長 田中　英明 会長

住宅政策課
企画担当課長

神谷　宗宏

住宅政策課
分譲マンション管理支援係長

栗山　剛

住宅政策課 古川　さおり

京都市社会福祉協議会 参加支援部担当部長 丹生　卓也

センター長 吹上　裕久

住情報・居住支援担当係長 趙　賢株

住情報・居住支援担当 塚本　純子

建設交通部住宅政策課
課長補佐兼係長

長牛　拓也

建設交通部住宅政策課
技師

戌亥　穂波

行政等

京都市保健福祉局

京都市文化市民局

京都市都市計画局

京都市住宅供給公社 京安心すまいセンター

京都府

令和８年度　京都市居住支援協議会 総会　　出席者名簿

所属団体名

不動産関係団体

福祉関係団体

独立行政法人都市再生機構　西日本支社京奈エリア経営部

オブザーバー

Rennovater株式会社

株式会社アイバード

合同会社Ionear

資料１
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資料２ 

（第１号議案） 

京都市居住支援協議会の新規加入について 

 

 高齢者等が安心して住み続けられるすまいづくりをさらに推進する観点から、社

会福祉法人 京都市社会福祉協議会を会員とし、京都市居住支援協議会 会則の別

表に追記する。 

  

 

京都市居住支援協議会 会則（案） 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、京都市居住支援協議会（以下「本会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく協議  

 会として、高齢者を中心とする住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」 

 という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する措置について協議し、実施すること 

 により、住宅確保要配慮者が安心して住み続けられる住まいづくりを推進するとともに、豊 

 かな住生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅及び当該住宅の媒介を行う事業者の情 

  報収集 

（２）住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への円滑な入居に資する情報の提供及び相談等 

  の実施 

（３）民間賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者の受入への不安解消を図る施策等の情 

  報提供及び意識啓発セミナーの開催 

（４）住宅確保要配慮者に対する住宅及び福祉施策等の知見の共有 

（５）住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資する新たな入居支援方策の検討 

（６）その他目的達成のために必要な事業 

 

（会員） 
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第４条 本会の会員は、別表のとおりとする。 

 

第２章 役員 

（役員の種別及び定数） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  １名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、京都市都市計画局住宅室長の職にある者をもって充てる。 

２ その他の役員は、総会で選任する。 

３ 監事は、他の役員を兼ねることができない。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表し，会務を総理し、総会を招集して議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

 

第３章 組織 

（総会） 

第９条 本会は、毎年１回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の３

分の１以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。 

２ 総会は、次の事項を承認議決する。 

（１）本会の事業計画及び予算に関すること。 

（２）本会の事業報告及び決算を承認すること。 

（３）会則の制定及び改廃に関すること。 

（４）会員の変更に関すること。 

（５）その他本会の運営に関する重要事項を決定すること。 

 

（定足数等） 

第１０条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によっ 

 て決する。 
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２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、 

 総会の議長又は他の会員に、その権限の行使を委任することができる。この場合、委任した 

 会員は総会に出席したものとみなす。 

 

（運営委員会） 

第１１条 本会は、第３条に規定する活動を円滑に行うため、運営委員会（以下「委員会」と  

 いう。）を置く。 

２ 委員会は、会員が推薦する者をもって構成する。 

３ 委員長は、会長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括し、委員会を招集して議長となる。 

５ 委員会において、議決事項が生じた場合は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のと 

 きは、委員長の決するところによる。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができ 

 る。 

 

（事務局） 

第１２条 本会の事務、経費の管理等を行うため、京都市都市計画局住宅室住宅政策課及び京

都市住宅供給公社 京（みやこ）安心すまいセンターに事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第４章 会計 

（経費） 

第１３条 本会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 ただし、初年度においては、本会の設立日から直近の３月３１日までとする。 

 

（会計及び資産帳簿の整備） 

第１５条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿 

 を整備する。 

２ 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければな 

 らない。 

 

（監査及び報告） 

第１６条 監事は、会計年度終了後２ヶ月以内に会計監査を行い、総会に報告しなければなら 
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 ない。 

 

第５章 雑則 

（秘密保持） 

第１７条 委員は、本会の活動を通じて又は関連して知り得た秘密を洩らし、又は自己の利益 

 のために使用してはならない。 

 

 

（補則） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

   

   附 則 

（施行期日） 

 この会則は、平成２４年９月１３日から施行する。  

この会則は、平成２６年４月１日から施行する。 

この会則は、平成２７年５月１８日から施行する。 

この会則は、平成２８年５月２日から施行する。 

この会則は、令和７年３月２４日から施行する。 



 

5 

 

別表 

区 分 会 員 

不動産関係団体 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会  

公益社団法人 全日本不動産協会 京都府本部 

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 京都府支部 

一般社団法人 京都府不動産コンサルティング協会 

福祉関係団体 京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会 

一般社団法人 京都地域密着型サービス事業所協議会 

一般社団法人  京都市老人福祉施設協議会 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

行政等 京都市住宅供給公社 

京都市保健福祉局 

京都市都市計画局 

京都市文化市民局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             資料３ 

第２号議案 

令和７年度事業報告 

 

１ すこやか賃貸住宅及び協力店 

（１）登録状況 

 令和６年度 ※令和７年度 差引 

登録住宅（戸） ５，５４７ ９，４９６ ３，９４９ 

協力店・賃貸人（件） １３７       １３５ △２ 

セーフティネット住宅（戸） ６，８８６ ６，９９１ １０５ 

 ※令和８年２月末日時点の戸数と件数 

 [件数増減の主な要因] 

・登録住宅：主にＵＲ（独立行政法人都市再生機構）の登録戸数増による。 

・協力店・賃貸人：店舗統合による減。 

（２）登録促進の取組 

・賃貸住宅所有者に対してダイレクトメールの送付を行った。（３，３３２件 １２月） 

・ 協力店に対して自動送信による月２回の更新のお知らせを行い、登録情報の更新を促している。 

（新規） 

・不動産業者向けのすこやか賃貸住宅登録勧奨チラシを作成し、不動産関連団体に対して告知活動

を行った（参考１）。4団体すべてにおいて、会員向けメールマガジンによりチラシを配信した。 

また、京都府宅地建物取引業協会および京都府不動産コンサルティング協会では、会員向けの研修

会および定例会においてチラシを配布した。さらに、全日本不動産協会京都府本部には、本部ホー

ムページにチラシを掲載していただいた。 

・市民しんぶん区版裏表紙（令和８年３月１５日号）ですこやか賃貸住宅登録制度、高齢者すまい・

生活支援事業について掲載した（参考２）。 

 

２ 高齢者すまい・生活支援事業 

（１）延べ成約件数 

    令和６年度１１４件 → 令和７年度１１５件（１２月末時点） 

（２）実施地域 

   北区（６学区）、上京区（４学区）、左京区（全域）、東山区（７学区）、山科区（全域）  

南区（１１学区）、右京区（１３学区）、伏見区（１８学区） 変更なし 

（３）参画団体 

  ア 不動産事業者 

    永都、長栄、東峰、フラットエージェンシー、プレールクリエイション、ホームライフ、 

都ハウジング、ランドスタイリング 

  イ 社会福祉法人 

    嵐山寮、市原寮、北野健寿会、京都福祉サービス協会、京都老人福祉協会、健光園 



    こころの家族、清和園、同和園、洛東園、リガーレ暮らしの架け橋 変更なし 

（４）運営委員会実務担当者作業部会 

   第１回 令和７年４月２８日    

   第２回 令和７年７月２８日 

   第３回 令和７年１０月２７日 

   第４回 令和８年１月２６日 

（５）社会福祉法人及び不動産事業者と居住支援法人との連携 

居住支援法人が行う業務と社会福祉法人及び不動産事業者が行うすまい・生活支援事業との親和 

性が高く、連携できる可能性があることから、すまい・生活支援事業の作業部会において居住支援

法人について研修を行い、今後の事業展開について検討を行う機会を設けた。 

令和７年４月２８日、７月２８日、令和８年１月２６日に実施。居住支援法人の事業者から取組 

事業内容についての説明を受けた。 

 

３ 京安心すまいセンターにおける居住支援に関する相談業務 （件数）  

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

Ｒ７ ７５ ７２ ８３ ８６ ７３ ９６ ７０ ８４ ４７ ６７ ５８ － ８１１ 

Ｒ６ ７３ １１１ １１４ １０１ １０５ ８３ ８９ ９３ １０８ ７２ ６７ ９８ １，１１４ 

Ｒ５ ５４ ５０ ９５ １０７ １０７ １１７ １１３ ７６ ８６ ７２ １２０ ８１ １，０７８ 

※令和８年２月末日時点の件数および合計  

 

４ 居住支援窓口機能の強化及び福祉との連携強化 

（１）窓口機能の強化 

・令和４年度から、都市計画局住宅室住宅政策課が担当する居住支援協議会に関する業務について、 

京安心すまいセンターに移管し、居住支援業務担当係長および職員を加配した。 

（２）福祉との連携 

・令和４年６月の「ひと・まち交流館京都」への移転を契機に、同館に入居する「京都市長寿すこ

やかセンター」並びに京都市社会福祉協議会との連携を図り、相互の窓口への案内や連絡調整等を

通して、福祉的な課題を持つ方々に対して、より円滑な居住支援を努めている。 

・京都市の福祉関連所管との情報共有、連絡調整等により、対象者の条件に沿った住まい、住み替

え先探しを行えるように努めている。 

・ＤＶ被害者への居住支援を確実に対応するため、京都市女性のための相談支援センター・京都市

ＤＶ相談支援センターの相談員によるセミナーを開催し、ＤＶ被害者への理解を深めた（令和７年

５月３０日）。 

 

（３）居住支援協議会事業への協力依頼及び周知活動 

  障害福祉分野との連携体制の構築と居住支援活動の周知を図るため会議等に参加した。 

  令和７年５月１３日（火）障害福祉新任職員研修において取組を周知   

      ７月２９日（火）下京・西部地域包括支援センター第 1回地域ケア会議において取組を 

周知 

  令和８年２月１６日（月）保健福祉局居住支援の推進に向けた研修会において取組を周知 



 

５ 居住支援法人との連携強化 

 相談件数の大幅な増加や相談内容の多様化に伴い、相談者のすまい探しや課題解決に向けて、居

住支援法人との連携による取組が不可欠であることから、連携強化に向けた事業を実施した。 

・居住支援法人の活動促進と居住支援法人同士の意見交換の場として、京都府と共同で居住支援 

法人連絡会を開催した（第１回 令和７年９月１９日、第２回 令和７年１１月２５日、第３回 令

和８年３月１３日）。 

・新規に京都府の指定を受けた居住支援法人に対して、事務局の京安心すまいセンターから京都市

居住支援協議会の概要説明を行い、事業内容についてのアンケートの依頼、回答によりすこやか住

宅ネットへの掲載ならびに紹介を行った（令和８年２月末日時点の掲載件数３６法人）。 

・京都市女性のための相談支援センター・京都市ＤＶ相談支援センターの相談員による、京都市居

住支援法人向けのセミナーを開催した（令和７年８月８日）。 

 

６ 家主に対する働きかけを実施 

高齢者等住宅確保要配慮者からの相談時に、京都市のすこやか賃貸住宅とセーフティネット住 

宅に登録されている空き家・空き室を紹介しているが、居住支援に活用できる物件の確保が大き

な課題となっていることから、活用されていない空き家・空き室の掘起こし対策として、家主へ

のチラシを作成し、賃貸住宅所有者に対してダイレクトメールを送付した。（３，３３２件）（参

考３） 

さらに、すこやか賃貸住宅の登録等、要配慮者の入居可能な住宅を増やすため、令和８年１月２

５日に空き家、空き室を抱える家主に向けてセミナー・相談会を開催した（参考４）。 

京安心すまいセンターでは、居住支援法人の事業者と昨年のセミナー・相談会に参加された大家

さんにも講師として参加していただき、外部委託することで安心の賃貸経営ができる解決策や、転

貸借をすることによる解決策を提案し、メリットとデメリットを含めた実例を説明した。 

   

７ その他 

（１）京都市すこやか住宅ネットのウェブサイトの改修・更新（参考５） 

・居住支援法人の支援対象については、障害の種類により対象範囲が異なる場合が多いため、支援

対象者である「障害者」を「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」に区分して表示できるよう

機能を追加した。また、協力店・賃貸人・物件が承認または不承認となった際や、物件情報が更新

された際に通知メールを自動送信できる機能を追加した。 

 

（２）居住支援に関するパンフレットの内容更新（参考６） 

・支援対象の拡充に伴う文言の修正、随時の相談対応に伴う相談会の削除などを行い、現在の業務

内容に即した更新を行った。 



第３号議案

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位：円）

科目 予算額 決算額 内訳

Ⅰ　収入の部

　　　負担金 500,000 500,000 京都市負担金

　　　広告料 220,000 220,000 不動産４団体バナー広告料

　　　預金利息 10 2,215 受取利息

　　　国庫補助 1,945,000 2,252,766 国交省（居住支援協議会等活動支援事業）

　当期収入合計…（A） 2,665,010 2,974,981

　前期繰越収支差額…（B） 946,350 945,580

収入合計…（A）＋（B）＝（C） 3,611,360 3,920,561

Ⅱ　支出の部

　１　事業費 1,730,000 1,243,469

　⑴　すこやか住宅ネットの取組周知の拡大 150,000 71,030 ・パンフレットの更新及び印刷（居住支援関連）
57,750円
・不動産事業者向け登録勧奨チラシ作成11,990円、チラ
シ郵送費1,290円

　⑵　高齢者すまい・生活支援事業 950,000 612,263 ・運営委員会事務局経費210,000円、社会福祉法人活動
経費378,263円、研修講師謝礼24,000円

　⑶　家主に対する働きかけ 630,000 560,176 ・すこやか住宅ネット登録勧奨DM
印刷費58,080円、封筒等24,640円、宛名ラベルシール購
入費21,341円、封入・配送費387.050円
・家主向けセミナー
会場費4,300円、講師謝礼64,000円、受講票ハガキ郵送
費765円
　

　２　管理費 1,881,360 1,554,342

　⑴　事務局運営費 100,000 451,042 ・通信費13,242円、振込手数料11,000円、郵送費等1,130
円、DV研修会場使用料1,720円
・iPad（2台）117,600円、レーザープリンター・トナー207,350
円、鍵付棚(2台)99,000円

　⑵　京都市すこやか住宅ネット 1,150,000 1,103,300 ・システム改修費（登録申請ページ等更新等）953,700円
・サーバー保守使用料149,600円

　⑶　予備費 631,360 0

当期支出合計…（D） 3,611,360 2,797,811

当期収支差額…（A）-（D） 0 177,170

負担金の返還…（E) 0 0

次期繰越収支差額…（C）－（D)－（E） 0 1,122,750

令和７年度　決算見込

資料４
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                               資料６ 

第４号議案 

令和８年度事業計画 

 

１ 居住支援関連の取組 

（１）すこやか賃貸住宅登録制度 

すまい探しの相談に対し、「京都市すこやか住宅ネット」のホームページに掲載されている空き

住戸、特に低廉な家賃の住宅が少なく、相談者の要望に沿う住宅の紹介が掲載している住戸だけで

は難しいという課題がある。 

紹介できる空き住戸を増やすため、賃貸人や不動産事業者に対して、空き住戸の活用や情報収集

の働きかけを強化する取組を始めており、今年度も引き続き実施していく。 

また、空き住戸が定期的に情報更新されるように、引き続き情報の整理を実施していく。 

 

区分 内容 

継続 ・更新を行っていないすこやか賃貸住宅賃貸人及び協力店にメールなどで更新の呼

びかけを実施する。 

・すこやか住宅ネットを通じて、すこやか賃貸住宅賃貸人及び協力店への情報提供

を行う。 

・登録勧奨チラシを作成し、賃貸人及び不動産事業者へ地域回覧やダイレクトメー

ル等により、登録依頼を行う。 

・家主セミナー等を実施し、居住支援の取組への家主の理解を深めるとともに、登

録の促進を図る。 

新規 ・不動産事業者の登録促進を進めるため、登録方法の見直し及びホームページの掲

載情報やより見やすい画面への更新を検討する。 
 

（２）高齢者すまい・生活支援事業 

   本協議会では、社会福祉法人と不動産事業者がタッグを組み、単身高齢者の見守り等を行う

ことで円滑に住居を確保する「京都市高齢者すまい・生活支援事業」を平成 26年度より取り組

んでいる。 

高齢者の住替えニーズは依然として高く、今後も更なる居住支援ニーズの高まりが見込まれ

るが、当該事業とほぼ同様の役割を果たしている見守り支援等を行う居住支援法人も増加して

いる。そのため、当該事業の今後の方向性について引き続き検討が必要となっている。 
 

区分 内容 

継続 ・本事業運営委員会の事務局を一般社団法人京都市老人福祉施設協議会が担い、四

半期ごとに実務担当者作業部会を開催し、本事業の実施状況の報告を行う。 

・不動産４団体及び福祉３団体は、本事業に関心のある事業者を募り、実務担当者

作業部会に参加していただけるよう、啓発を行う。 

・国庫補助に頼らない運営方法を始めとした当該事業の今後の在り方について検討

する。 



 

２ 相談業務の強化 

 住宅確保要配慮者への住まいに関する情報提供や相談先の案内だけでなく、相談内容を詳しく聞

き取り、関係機関と事前相談・事前調整を行う等により緊密に連携し、相談内容に適切に対応でき

る不動産事業者や居住支援法人等とのマッチングを行う。 
 

相談受付・入居支援 
 

 区分 内容 

継続 ・高齢者、障害者、低額所得者及び子育て世帯を中心とする住宅確保要配慮者を対

象に、窓口又は電話等で相談を受け付け、すこやか賃貸住宅・協力店、居住支援法

人、福祉施策等の必要な情報提供を行う。 

・高齢や障害その他の事情により、単独で不動産事業者等の選択や訪問又は連絡が

難しい相談者については、希望する物件や経済状況を聴取するとともに、相談内容

に応じられる不動産事業者や居住支援法人等とのマッチングを行う。 

新規 ・保健福祉局や文化市民局との連携を強化し、生活保護対象者、生活困窮者、ＤＶ

被害者など、福祉的な支援が必要とされる方への相談対応について検討を行う。 

 

３ 居住支援法人との連携及び活動促進 

  居住支援ネットワークの強化を図り、高齢者や障害者をはじめとする住宅確保要配慮者からの多種

多様な相談を的確に取次ぐため、京都市居住支援協議会のオブザーバーとして参画をされている居住

支援法人との連携を深める。 
 

区分 内容 

継続 ・京都府とともに居住支援法人連絡会を実施する。 

・京都市居住支援協議会のオブザーバーとして居住支援法人の参画継続を促す。 

・新規に指定を受けた居住支援法人に対して、すこやか住宅ネットの周知、案内を

行い、支援対象や活動内容等についての事業者の情報を掲載、紹介する。 

・居住支援法人の対応状況を把握するため、必要に応じてアンケート調査を行う。 

新規 ・各種相談の的確な取次ぎを行うため、各居住支援法人の支援対象や活動内容等に

ついて順次、訪問によるヒアリングを行い、連携を深める。 

 

４ 居住支援事業の周知等 

（１）研修等への講師派遣 

 区分 内容 

継続 ・福祉団体等からの依頼に応じ、研修会等に講師派遣を行い、居住支援事業の周知

や連携促進を図る。 
 

（２）事業周知の取組 

 区分 内容 

継続 ・ホームページ等による周知・普及啓発を実施する。 

・居住支援に関するパンフレットを作成し、対象者に配布、周知する 

 



 

５ その他 

京都市すこやか住宅ネットのウェブサイトの改修・更新 
 

 区分 内容 

継続 ・コンテンツを充実し、ウェブサイトの情報を拡充する。 

新規 ・不動産事業者の登録促進を進めるため、登録方法の見直し及びホームページの掲

載情報やより見やすい画面への更新に向け、ウェブサイトを改修する。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

  



第５号議案

                                               令和８年度収支予算書

（単位：円）

科目 予算額 内訳

Ⅰ　収入の部

　　　負担金 500,000 京都市負担金

　　　広告料 220,000 不動産４団体バナー広告料

　　　預金利息 10

　　　国庫補助 2,630,000 国交省（居住支援協議会等活動支援事業）※概算

　当期収入合計…（A） 3,350,010

　前期繰越収支差額…（B） 1,122,750

収入合計…（A）＋（B）＝（C） 4,472,760

Ⅱ　支出の部

　１　事業費

　⑴　すこやか住宅ネット登録制度の登録促進 1,640,000 ・地域回覧
　印刷費300千円、配送費300千円
・不動産事業者向け登録勧奨告知
　チラシ作成・印刷費150千円、封入・配送費100千円
・賃貸人向けすこやか住宅ネット登録勧奨DM
　チラシ作成・印刷費150千円、封筒・ラベルシール等40千円、
  封入・配送費400千円
・家主向けセミナー（空き家・空き室活用）
　チラシ作成及び印刷費50千円、会場費50千円、
　講師謝礼100千円

　⑵　高齢者すまい・生活支援事業 950,000 ・運営委員会事務局経費210千円
・社会福祉法人活動経費640千円
・あり方検討会参加謝礼費50千円×２回

　⑶　居住支援事業の周知 400,000 ・居住支援協議会パンフレット作成
　デザイン及び印刷費300千円、封入・配送費100千円

　２　管理費

　⑴　事務局運営 100,000 ・通信費20千円、事務用品費40千円
・振込手数料 30千円、郵送費等10千円

　⑵　京都市すこやか住宅ネット改修等 1,150,000 ・サーバー保守使用料150千 円
・システム改修費（登録申請ページ等更新等）1,000千 円

　３　予備費 232,760

当期支出合計…（D） 4,472,760

当期収支差額…（C）-（D） 0

                                            （令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

資料７



主な事業内容主な事業内容主な事業内容

３３３つのつのつの

高齢や障害等を理由に入
居を拒まない民間の賃貸
住宅を、「すこやか賃貸
住宅」として登録し、京
都市すこやか住宅ネット
のホームページで情報を
公開しています。
（令和6年度末時点の登録数：5,675戸）

すこやか賃貸住宅協力店の登録

＼POINT１／

すこやか賃貸住宅の登録

＼POINT２／

京都市居住支援協議会事務局

では、高齢者や障害のある方

等の住宅確保要配慮者のすま

い探しの支援を実施してお

り、「すこやか賃貸住宅及び

協力店」の紹介等を行ってい

ます。
 
（令和6年度相談実績：1,114件）

すまい探しの相談

＼POINT３／

不不

動動産産
事事業業者者のの皆皆様様へへ不

動産
事業者の皆様へ

へへ

のの
登登録録ををおお願願いいししまますす

！！

へ

の
登録をお願いします

！

すこやか賃貸住宅すこやか賃貸住宅
協力店協力店

すこやか賃貸住宅
協力店

高齢者や障害のある方等の住ま

い探しに協力的な仲介業者を、

「すこやか賃貸住宅協力店」と

して登録し、京都市すこやか住

宅ネットのホームページで情報

を公開しています。
 

（令和6年度末時点の協力店数：137店）

京都市居住支援協議会

高齢であることや障害があること等を理由に入居を
拒まない賃貸住宅である「すこやか賃貸住宅」や
「すこやか賃貸住宅協力店」の登録、高齢者や障害
のある方等の住まい探しをサポートしています。

高齢であることや障害があること等を理由に入居を
拒まない賃貸住宅である「すこやか賃貸住宅」や
「すこやか賃貸住宅協力店」の登録、高齢者や障害
のある方等の住まい探しをサポートしています。

とはすこやか賃貸住宅すこやか賃貸住宅すこやか賃貸住宅

https://www.kyoto-sjn.jp/

京都市居住支援協議会からの﻿
お知らせです！

参 考 １



111
メリットメリットメリット

物件情報の宣伝に効果的です！

登録メリット登録メリット登録メリット

３３３つのつのつの

ご登録をお願いします！

２２２
メリットメリットメリット

社会貢献意識の高さをアピールできます！

３３３
メリットメリットメリット

  協力店、物件の登録手数料は、無料！
ご登録についての問合せや、ご登録についての問合せや、

気になることがございましたら、気になることがございましたら、
事務局までお電話ください。事務局までお電話ください。

ご登録についての問合せや、
気になることがございましたら、

事務局までお電話ください。

不動産業者の皆様

「京都市居住支援協議会」HPの「京都市居住支援協議会」HPの
トップページの一部トップページの一部

「京都市居住支援協議会」HPの
トップページの一部◆◆◆ ◆◆◆

「
京
都
市
居
住
支
援

協
議
会
」
の

設
立
と
⽬
的


京都市では、住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律）に基づいて、平成24年9月に、住宅の確保に特に配慮を要する方々の民間賃貸住宅

への円滑な入居を支援するため、不動産関係団体及び福祉関係団体の参画を得て、「京都市居住

支援協議会」が設立されました。

 京都市では、住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律）に基づいて、平成24年9月に、住宅の確保に特に配慮を要する方々の民間賃貸住宅

への円滑な入居を支援するため、不動産関係団体及び福祉関係団体の参画を得て、「京都市居住

支援協議会」が設立されました。

参加団体

・不動産関係団体：京都府宅地建物取引業協会、全日本不動産協会京都府本部、日本賃貸住宅管理協会京都府支部、

　　　　　　　　　京都府不動産コンサルティング協会

・福祉関係団体：京都市老人福祉施設協議会、京都地域密着型サービス事業所協議会

　　　　　　　　京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会

・行政等：京都市保健福祉局、京都市都市計画局、京都市文化市民局、京都市住宅供給公社

相談の増加に伴い登録件数が相談の増加に伴い登録件数が
不足しています！不足しています！

不動産事業者の皆様、不動産事業者の皆様、
ぜひともご協力をお願いします。ぜひともご協力をお願いします。

相談の増加に伴い登録件数が
不足しています！

不動産事業者の皆様、
ぜひともご協力をお願いします。

すこやか賃貸住宅及び協力店へのすこやか賃貸住宅及び協力店への

すこやか賃貸住宅協⼒店として登録すれば、「京都市居住⽀援協議会」のすこやか賃貸住宅協⼒店として登録すれば、「京都市居住⽀援協議会」の
ホームページの協⼒店リストにアップされます。ホームページの協⼒店リストにアップされます。
協⼒店リストは、各区ごとに掲載されており、協⼒店名をクリックすると協⼒店リストは、各区ごとに掲載されており、協⼒店名をクリックすると
詳細を⾒ることができます。詳細を⾒ることができます。

すこやか賃貸住宅協力店として登録すれば、「京都市居住⽀援協議会」の
ホームページの協力店リストにアップされます。
協力店リストは、各区ごとに掲載されており、協⼒店名をクリックすると
詳細を見ることができます。

すこやか賃貸住宅協力店として登録すれば、「京都市居住支援協議会」のすこやか賃貸住宅協力店として登録すれば、「京都市居住支援協議会」の

ホームページに、すこやか賃貸住宅を登録することが可能になります。ホームページに、すこやか賃貸住宅を登録することが可能になります。

ホームページの閲覧数は年間約18万件を超えており、すまいをお探しの方はホームページの閲覧数は年間約18万件を超えており、すまいをお探しの方は

ホームページを通じて登録住宅を検索することができます。また、登録あるいホームページを通じて登録住宅を検索することができます。また、登録あるい

は更新された物件情報は、翌週TOPページにランダム表示されます。は更新された物件情報は、翌週TOPページにランダム表示されます。

すこやか賃貸住宅協力店として登録すれば、「京都市居住支援協議会」の

ホームページに、すこやか賃貸住宅を登録することが可能になります。

ホームページの閲覧数は年間約18万件を超えており、すまいをお探しの方は

ホームページを通じて登録住宅を検索することができます。また、登録あるい

は更新された物件情報は、翌週TOPページにランダム表示されます。

京 都 市 居 住 支 援 協 議 会 　 事 務 局京 都 市 居 住 支 援 協 議 会 　 事 務 局京 都 市 居 住 支 援 協 議 会 　 事 務 局

京（みやこ）安心すまいセンター京（みやこ）安心すまいセンター京（みやこ）安心すまいセンター
☎☎☎ 075-744-1315075-744-1315075-744-1315
午前9時30分～午後5時午前9時30分～午後5時



※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

午前9時30分～午後5時 

※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

すこやか賃貸住宅協⼒店と物件の登録に係る⼿数料は、⼀切かかりません。すこやか賃貸住宅協⼒店と物件の登録に係る⼿数料は、⼀切かかりません。
また、すまい探しでインターネットを使うことが難しい⽅には、京安⼼すまいセンまた、すまい探しでインターネットを使うことが難しい⽅には、京安⼼すまいセン
ターの相談員が、電話や窓⼝にて協⼒店や登録物件の紹介をさせていただきます。ターの相談員が、電話や窓⼝にて協⼒店や登録物件の紹介をさせていただきます。

すこやか賃貸住宅協力店と物件の登録に係る⼿数料は、⼀切かかりません。
また、すまい探しでインターネットを使うことが難しい方には、京安心すまいセン
ターの相談員が、電話や窓口にて協⼒店や登録物件の紹介をさせていただきます。

ご登録はこちらから



参考2

jkosha1061
長方形



高齢や障害等を理由に入居を

拒まない民間の賃貸住宅を、

「すこやか賃貸住宅」として

登録し、京都市すこやか住宅

ネットのホームページで情報

を公開しています。
（令和6年度末時点の登録数：5,675戸）

すこやか賃貸住宅協力店・賃貸人の登録

＼POINT１／

すこやか賃貸住宅の登録

＼POINT２／

京都市居住支援協議会事務局

では、高齢者や障害のある方

等の住宅確保要配慮者に対す

る住まい探しの支援を実施し

ており、「すこやか賃貸住宅」

の紹介等を行っています。
   （令和6年度相談実績：1,114件）

すまい探しの相談

＼POINT３／

へ
の

登
録
を お 願 い し

ま

す
！

へ
の

登
録
を お 願 い し

ま

す
！

すこやか賃貸住宅
賃貸人

すこやか賃貸住宅
賃貸人

高齢者や障害のある方などの

住まい探しに協力的な仲介業

者や個人事業者を、「すこや

か賃貸住宅協力店・賃貸人」

として登録しています。
    (令和6年度末時点の登録数：137)

京都市居住支援協議会

高齢であることや障害があること等を理由
に入居を拒まない賃貸住宅である「すこや
か賃貸住宅」や「すこやか賃貸住宅協力
店・賃貸人」の登録、高齢者や障害のある
方等の住まい探しをサポートしています。

とは

京都市居住支援協議会からの﻿

お知らせです！

京都市居住支援協議会からの﻿
お知らせです！

主な事業内容主な事業内容

３３つのつの

https://www.kyoto-sjn.jp/

す

こ
やか賃貸住

宅

す

こ
やか賃貸住

宅

参考３

jkosha1169
長方形



11
メリットメリット

物件情報の宣伝に効果的です！

ご登録をお願いします！

２２
メリットメリット

  賃貸人、物件の登録手数料は、無料！

ご登録についての問合せや、
気になることがございましたら、
事務局までお電話ください。

ご登録についての問合せや、
気になることがございましたら、
事務局までお電話ください。

賃貸人登録をご希望の方へ賃貸人登録をご希望の方へ

登録メリット登録メリット

２２つのつの

「京都市居住支援協議会」HP
のトップページの一部

「京都市居住支援協議会」HP
のトップページの一部◆◆ ◆◆

相談の増加に伴い登録件数が
不足しています！

皆様、
ぜひともご協力をお願いします。

相談の増加に伴い登録件数が
不足しています！

皆様、
ぜひともご協力をお願いします。

すこやか賃貸住宅及び賃貸人への

すこやか賃貸住宅賃貸人として登録すれば、「京都市居住支援協議
会」のホームページに、すこやか賃貸住宅を登録することが可能に
なります。ホームページの閲覧数は年間約18万件を超えており、す
まいをお探しの方はホームページを通じて登録住宅を検索すること
ができます。また、登録あるいは更新された物件情報は、翌週TOP
ページにランダム表示されます。

すこやか賃貸住宅賃貸人として登録すれば、「京都市居住支援協議
会」のホームページに、すこやか賃貸住宅を登録することが可能に
なります。ホームページの閲覧数は年間約18万件を超えており、す
まいをお探しの方はホームページを通じて登録住宅を検索すること
ができます。また、登録あるいは更新された物件情報は、翌週TOP
ページにランダム表示されます。

京 都 市 居 住 支 援 協 議 会 　 事 務 局京 都 市 居 住 支 援 協 議 会 　 事 務 局

京（みやこ）安心すまいセンター京（みやこ）安心すまいセンター
☎☎ 075-744-1315075-744-1315
午前9時30分～午後5時 

※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

午前9時30分～午後5時 

※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

すこやか賃貸住宅賃貸人と物件の登録に係る手数料は、一切かかり
ません。また、すまい探しでインターネットを使うことが難しい方
には、京安心すまいセンターの相談員が、電話や窓口にて登録物件
の紹介をさせていただきます。

すこやか賃貸住宅賃貸人と物件の登録に係る手数料は、一切かかり
ません。また、すまい探しでインターネットを使うことが難しい方
には、京安心すまいセンターの相談員が、電話や窓口にて登録物件
の紹介をさせていただきます。

ご登録はこちらから

・「すこやか賃貸住宅」への登録および登録後の対応（物件に関するお問い合わせ、

   内見、契約手続きなど）は、 賃貸人ご自身で行っていただく必要があります。

・住宅の仲介を業者に依頼されている場合は、可能な限り仲介業者による登録申請を

   お願いいたします。

・仲介業者の紹介をご希望の場合は、事務局までお問い合わせください。

・「すこやか賃貸住宅」への登録および登録後の対応（物件に関するお問い合わせ、

   内見、契約手続きなど）は、 賃貸人ご自身で行っていただく必要があります。

・住宅の仲介を業者に依頼されている場合は、可能な限り仲介業者による登録申請を

   お願いいたします。

・仲介業者の紹介をご希望の場合は、事務局までお問い合わせください。

「
京
都
市
居
住
支
援

協
議
会
」
の

設
立
と
目
的

 京都市では、住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律）に基づいて、平成24年9月に、住宅の確保に特に配慮を要する方々の民間賃貸住宅

への円滑な入居を支援するため、不動産関係団体及び福祉関係団体の参画を得て、「京都市居住

支援協議会」が設立されました。

参加団体

・不動産関係団体：京都府宅地建物取引業協会、全日本不動産協会京都府本部、日本賃貸住宅管理協会京都府支部、

　　　　　　　　　京都府不動産コンサルティング協会

・福祉関係団体：京都市老人福祉施設協議会、京都地域密着型サービス事業所協議会

　　　　　　　　京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会

・行政等：京都市保健福祉局、京都市都市計画局、京都市文化市民局、京都市住宅供給公社

皆様



13:00

14:50

日1.251.25
13:00〜15:2013:00〜15:20

参加無料参加無料
POINT

土岐 美樹子氏
居住支援法人 有限会社京都くらし支援センター

居住支援統括部 部長、賃貸不動産経営管理士

創業以来「断らない大家さん」を目指して50
年以上経ちました。入居者様との「人との繋
が り」を1番大切にしています。
自社物件は常に満室。8年前に京都府から居
住支援法人の指定を受け、空室に悩む大家さ
んの物件をサブリースし、次々と満室にして
います。京都市内で多数物件を管理中。

松本 知之氏
居住支援法人 Rennovater株式会社　

代表取締役社長、中小企業診断士

2018年起業。空き家を買い取り、住まいを
確保することが難しい人々へ、手の届きやす
い価格で住まいを提供する賃貸業を行う。
2025年10月時点で、累積居住支援世帯数は
696世帯、自社保有物件は280件（加えて
240件を管理、サブリース）を提供。豊富な
経験を活かし、大家様向けに空室解消を請け
負う。

プログラム講師

高齢者等に“貸して良かった”

を支える仕組みづくり
～リアル大家さんの声、聞いてみませんか？～

高齢者等に“貸して良かった”

を支える仕組みづくり
～リアル大家さんの声、聞いてみませんか？～

空き室対策に有効！

京都市住宅供給公社 京（みやこ）安心すまいセンターお申込み
お問合せ 075-744-1315

高齢者等への賃貸を、リスクではなくチャンスに変える仕組みをご紹介します。
信頼できる管理体制と実際のオーナー様の事例から、安心経営のポイントを学べます。
空き室活用の新しい可能性を見つけるセミナーです。

セミナー

『京都市居住支援協議会と居住支援法人  
   の取組』

質疑応答

京都市居住支援協議会

『仕組み２．自分で管理する？
　転貸借する？それぞれのリアル』

土岐 美樹子氏（居住支援法人 有限会社京都くらし
      支援センター 居住支援統括部 部長）による説明

『仕組み１．管理の外部委託で
　安心の賃貸経営』

松本 知之氏（居住支援法人 Rennovater株式会社
       代表取締役社長）による説明

（事前予約制、定員：50人）

9時30分～17時00分        
※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

【主催】京都市居住支援協議会 事務局

京都市居住支援協議会　事務局

申込フォーム

実際に管理を任せている大家さんのリアルな声

実際に転貸借をしている大家さんのリアルな声

令和7年度

賃貸住宅経営セミナー

参考４

https://www.kyoto-sjn.jp/supporter/detail/?id=3
https://www.kyoto-sjn.jp/supporter/detail/?id=3
https://www.kyoto-sjn.jp/supporter/detail/?id=3
jkosha1169
長方形



お電話、FAX又はホームページにてお申込みください。

●申込期間：令和７年12月12日（金）～

　　　　　　令和８年1月24日（土）

●申込事項：申込者名、電話番号、住所、

　　　　　　参加人数、情報入手先　

〒600-8127

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町

83番地の1 （河原町五条下る東側）

【アクセス】

市バス4、7、205号系統「河原町正面」下車

京阪電車「清水五条」下車　徒歩8分

地下鉄烏丸線「五条」下車　徒歩10分

　　申込方法　　

京（みやこ）安心すまいセンター　
〒600-8127　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町83番地の１ ひと・まち交流館 京都 地下１階　

Tel 075-744-1315   Fax 075-744-1637

 （午前9時30分～午後5時00分）

※水曜日・第３火曜日・祝日・年末年始は休館

　 お申込・お問合せ先　

申込フォーム

申込者名 電話番号

住　　　所

〒　　　　　-

FAX 075-744-1637（切らずにこのまま送ってください）

※ご記入いただいた個人情報は、京安心すまいセンターの連絡・事業等のご案内のみに使用し他には使用いたしません。

参加人数 （　　　　　　　）名　　※申込者を含む

情報入手先

　会場　

ひと・まち交流館 京都　

地下1階　

ワークショップルーム1

皆さまのご参加、

お待ちしております。

 　京都市 すこやか住宅ネット　

高齢であることや障害があること等を理由に入居を

拒まない賃貸住宅である「すこやか賃貸住宅」や

「すこやか賃貸住宅協力店」の登録、高齢者や障害

のある方等の住まい探しをサポートしています。

ホームページ

高齢者や障害のある方の

住まい探しをサポート！

京都市すこやか住宅ネット 検索

（阪急）

（地下鉄）
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2026年 1月 31日 

京都市居住支援協議会 会長 田中 英明 様 

 

京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町３１０番地 

  株式会社システム創見 代表取締役 桑原 人司 

 

令和７年度「京都市すこやか住宅ネット」ホームページ改修業務 

作業完了報告書 

 

下記の通り、 

令和７年度「京都市すこやか住宅ネット」ホームページ改修業務に関する作業が 

完了したことをご報告いたします。 

 

1. 【管理側】居住支援法人下書き保存機能の付加 

１） 下書き保存（一時保存）機能 

物件管理と同様、居住支援法人の新規登録画面と編集画面に「一時保存」ボタンを

追加し、法人名だけなど入力途中で登録できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 新規登録 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 編集 

 
         ： 

 

 

 

 法人名だけなど入力途中で 

「一時保存」することが 

できます。 

参考5
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一覧画面の状態欄に「一時保存」の表示を追加しました。 

 

※一時保存している居住支援法人は公開されません。 

※必須項目をすべて入力して「確認する」→「登録する」をした以降は、「一時保存」が

できません。公開したくない場合は「公開／非公開」を非公開にして編集してください。 

 

 
 

 

一覧をCSV出力した時に「一時保存」の欄を追加しました。 

 

  

一覧の先頭に一時保存した 

データが表示されます。 
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２） プレビュー機能 

物件管理と同様、居住支援法人の新規登録画面と編集画面に「プレビュー」ボタン

を追加し、公開した時の表示画面を確認できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 新規登録 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 編集 

 
          ： 

 

 

                 次頁参照 
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プレビュー画面が別タブで表示されます。 
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３） 公開・非公開機能 

物件管理と同様、居住支援法人の新規登録画面と編集画面に「非公開／公開」の 

選択欄を追加し、「公開」を選択した時だけ公開するようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 新規登録 

・[管理サイト] トップページ > 居住支援法人 > 編集 

 

          ： 

 
 

一覧画面の状態欄に「公開／非公開」の表示を追加しました。 

 

   ： 

   次頁へ 

「公開」を選択した時だけ 

公開されます。 
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一覧をCSV出力した時に「非公開／公開」の欄を追加しました。 
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2. 【管理側】メール送信履歴機能の付加 

１） 送信履歴機能 

メールの送信履歴を登録して、メール送信履歴一覧を表示するようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > メール送信 

 

  

新規でメールを送信する場合は、 

「メール作成」をクリックしてください。 

送信したメールが 

一覧表示されます。 
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２） 送信履歴再送機能 

送信履歴一覧から件名をクリックすることで送信履歴の詳細画面を表示して、 

送信先と件名・本文を変更して再送できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > メール送信 

 
 

 
 ： 

 

 

送信したメールアドレスが 

先頭に表示されます。 

再送時に不要になったメールアドレスは 

「削除」ボタンで削除できます。 

一覧からメールアドレスを追加して 

再送することもできます。 

件名・本文を変更して再送すること

もできます。 
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３） 送信履歴期間検索機能 

送信年月日で範囲検索できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > メール送信 

 

 

４） 送信履歴文字列検索機能 

件名と本文内の文字列で部分一致検索できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > メール送信 
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５） 送信履歴アドレス検索機能 

送信先のメールアドレスで部分一致検索できるようにしました。 

・[管理サイト] トップページ > メール送信 
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3. 居住支援法人一覧ページの変更とPDFの掲載 

１） 居住支援法人一覧ページの「支援対象者」の「障害者」の列を、「身体障害者」「知

的障害者」「精神障害者」の 3つに分けて表示する 

・[PCサイト] HOME > 居住支援法人一覧 

 

・[携帯サイト] ホーム > 居住支援法人一覧 

 

※列を３つに分けたため一画面に表示できる列項目の数は減ります。 
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２） 居住支援法人一覧の下に PDFで出力するリンクを追加する 

   居住支援法人一覧の下に PDF のリンクを追加してクリックすることで別タブで表示

またはダウンロードできるようにしました。 

・[PCサイト] HOME > 居住支援法人一覧 

 

・[携帯サイト] ホーム > 居住支援法人一覧 

 

  ： 

  次頁へ 
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  Wordpress管理画面のメディアライブラリに居住支援法人一覧（PDF）ファイルを 

登録しました。 

[Wordpress管理画面] メディア > ライブラリ 

  ファイル名：housing_support_list.pdf 

https://www.kyoto-sjn.jp/topic/wp-content/uploads/2025/11/housing_support_list.pdf 

 

※ファイルを入れ替える場合は、ファイル名を「housing_support_list.pdf」にして、 

「サイト内掲載資料差し替え手順書」の手順に従って入れ替えてください。 

 

以上です。 

 

https://www.kyoto-sjn.jp/topic/wp-content/uploads/2025/11/housing_support_list.pdf


 1 
 

2026 1 31  
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 Home >  >  
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 Home >  
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  >  >  
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京都市居住支援協議会 会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、京都市居住支援協議会（以下「本会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく協議  

 会として、高齢者を中心とする住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」 

 という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する措置について協議し、実施すること 

 により、住宅確保要配慮者が安心して住み続けられる住まいづくりを推進するとともに、豊 

 かな住生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅及び当該住宅の媒介を行う事業者の情 

  報収集 

（２）住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への円滑な入居に資する情報の提供及び相談等 

  の実施 

（３）民間賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者の受入への不安解消を図る施策等の情 

  報提供及び意識啓発セミナーの開催 

（４）住宅確保要配慮者に対する住宅及び福祉施策等の知見の共有 

（５）住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資する新たな入居支援方策の検討 

（６）その他目的達成のために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、別表のとおりとする。 

 

第２章 役員 

（役員の種別及び定数） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  １名 
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（役員の選任） 

第６条 会長は、京都市都市計画局住宅室長の職にある者をもって充てる。 

２ その他の役員は、総会で選任する。 

３ 監事は、他の役員を兼ねることができない。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表し，会務を総理し、総会を招集して議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

 

第３章 組織 

（総会） 

第９条 本会は、毎年１回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の３

分の１以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。 

２ 総会は、次の事項を承認議決する。 

（１）本会の事業計画及び予算に関すること。 

（２）本会の事業報告及び決算を承認すること。 

（３）会則の制定及び改廃に関すること。 

（４）会員の変更に関すること。 

（５）その他本会の運営に関する重要事項を決定すること。 

 

（定足数等） 

第１０条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によっ 

 て決する。 

２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、 

 総会の議長又は他の会員に、その権限の行使を委任することができる。この場合、委任した 

 会員は総会に出席したものとみなす。 

 

（運営委員会） 

第１１条 本会は、第３条に規定する活動を円滑に行うため、運営委員会（以下「委員会」と  

 いう。）を置く。 

２ 委員会は、会員が推薦する者をもって構成する。 
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３ 委員長は、会長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括し、委員会を招集して議長となる。 

５ 委員会において、議決事項が生じた場合は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のと 

 きは、委員長の決するところによる。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができ 

 る。 

 

（事務局） 

第１２条 本会の事務、経費の管理等を行うため、京都市都市計画局住宅室住宅政策課及び京

都市住宅供給公社 京（みやこ）安心すまいセンターに事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第４章 会計 

（経費） 

第１３条 本会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 ただし、初年度においては、本会の設立日から直近の３月３１日までとする。 

 

（会計及び資産帳簿の整備） 

第１５条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿 

 を整備する。 

２ 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければな 

 らない。 

 

（監査及び報告） 

第１６条 監事は、会計年度終了後２ヶ月以内に会計監査を行い、総会に報告しなければなら 

 ない。 

 

第５章 雑則 

（秘密保持） 

第１７条 委員は、本会の活動を通じて又は関連して知り得た秘密を洩らし、又は自己の利益 

 のために使用してはならない。 
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（補則） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この会則は、平成２４年９月１３日から施行する。  

この会則は、平成２６年４月１日から施行する。 

この会則は、平成２７年５月１８日から施行する。 

この会則は、平成２８年５月２日から施行する。 

この会則は、令和７年３月２４日から施行する。 
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別表 

区 分 会 員 

不動産関係団体 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会  

公益社団法人 全日本不動産協会 京都府本部 

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 京都府支部 

一般社団法人 京都府不動産コンサルティング協会 

福祉関係団体 京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会 

一般社団法人 京都地域密着型サービス事業所協議会 

一般社団法人  京都市老人福祉施設協議会 

行政等 京都市住宅供給公社 

京都市保健福祉局 

京都市都市計画局 

京都市文化市民局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


